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雲仙普賢岳を間近に望む自然豊かな公園です。遠く正面に広大な有明海、背後には雄大な平成新山と、展望塔から眺
める景観はまさに圧巻。森林公園には、県内市町村の木がすべて植えられ、桜が咲き誇る春は多くの花見客で賑わい
ます。敷地内にはピクニックにも最適な芝生広場をはじめ、ローラースライダーやフリーフォールなど子供たちに人
気の遊具やテニス、サッカーなどが楽しめるスポーツレクリエーション施設も充実しており、芝生広場でのんびり過
ごしたり、スポーツを楽しんだりと、自然を満喫しながら思い思いの時間を過ごすことができます。

「標準貨物自動車運送約款」および「標準引越運送約款」（掲示用）について
　標準貨物自動車運送約款等が改正され、令和６年６月１日から施行されました。
　それに伴い、掲示用の「標準貨物自動車運送約款」および「標準引越運送約款」が、全ト協のホー
ムページに掲載されております。

◇全ト協ホームページ掲載場所
トップページ ＞ 会員の皆様へ ＞ 貨物自動車運送事業法・標準的な運賃・標準運送約款 ＞ 
標準運送約款
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春の全国交通安全運動 
○ 期間 

   ４月６日（土）～４月 15日（月） 
 ○ 重点等 
   新入学児童の交通事故防止を主として、中央交通安全対策会議の決定に基づき

重点事項を決定し推進する。 

夏の交通安全週間 
 ○ 期間 
   ７月 13日（土）～７月 19日（金） 
 ○ 実施要領 
   広報を主体とする呼び掛けと児童生徒を交通事故から守るための交通安全指導

を推進する。 

秋の全国交通安全運動 
 ○ 期間 
   ９月 21日（土）～９月 30日（月） 
 ○ 重点等 
   中央交通安全対策会議の決定に基づき重点事項を決定し推進する。 

年末の交通安全県民運動 
 ○ 期間 
   12月 15日（日）～12月 24日（火） 
 ○ 重点等 
   飲酒運転の根絶を主として、交通情勢に応じて重点事項を決定し推進する。 

交通事故死ゼロを目指す日 
○ 指定日   ４月 10日（水）、９月 30日（月） 
○ 全国交通安全運動期間中に、交通事故防止に対する県民の意識を最大限に高 
めて、交通事故による死者を発生させないことを目指す。 

 

 
１ 期間・期日を定めて行う運動等 

(1)  交通安全運動、交通安全週間 

 
(2)「交通事故死ゼロ」を目指す日 

 
(3) 自転車月間、自転車の日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和６年度 長崎県交通安全県民運動実施計画 
 

 ○ 期間等  【自転車月間 ５月(１日～31日)】【自転車の日 ５月５日】 
 ○ 自転車安全利用の推進 
   子供から高齢者まで手軽に利用できる自転車が関係する交通事故を防止する

ため、自転車安全利用五則を周知啓発する。 
自転車安全利用五則 

【令和４年 11月１日中央交通安全対策会議交通安全対策本部決定】 

             １ 車道が原則、左側を通行 

               歩道は例外、歩行者を優先 

             ２ 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 

             ３ 夜間はライトを点灯 

             ４ 飲酒運転は禁止 

             ５ ヘルメットを着用 
○ 自転車の損害賠償責任保険等への加入促進 
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具体的推進内容 

１ 交通安全の日 
  毎月 20 日を「交通安全の日」とし、下記３に示す具体的推進事項を基に、時勢
に応じて、重点的に推進する。 

２ 交通安全の日に取り組むべき事項 
(1) 早朝等における幼児、児童生徒、高齢者の横断歩道等横断時の保護誘導 
(2) 職場等における交通安全のための自主的活動 
(3) その他交通安全実現に向けた活動 

３ 具体的推進事項 
(1) 子供と高齢者の交通安全 

 (2) 飲酒運転の根絶 
 (3) 脇見・ぼんやり・ながら運転の防止 
 (4) シートベルト・チャイルドシートの着用徹底 
 (5) 二輪車の交通安全 
 (6) 暴走行為の根絶 
 (7) 夕暮れ時における早め点灯、雨天・曇天時の点灯 

「横断歩道「止まらんば運動」」及び「安全横断「手のひら運動」」の推進（通年） 
 信号機のない横断歩道での交通事故を抑止するため、運転者に対する「横断歩道「止
まらんば運動」」及び歩行者に対する「安全横断「手のひら運動」」を推進し、双方の
交通ルールの遵守と交通マナーの向上を図る。 

交通死亡事故多発警報 
 県内全域で 10日間以内に６件以上、県内の市町６ブロックで 10日間に４件以上の
交通死亡事故が発生したときに、長崎県交通安全推進県民協議会会長（知事）は「交
通死亡事故多発警報」を発令し、市町、警察、関係機関・団体が協力して総合的かつ
集中的に交通事故防止対策を推進し、交通死亡事故の抑止を図る。 
 

(4) その他の取組 

 

２ 日常の取組 

  「長崎県民交通安全推進要綱」に基づき、県民ひとりひとり、家庭、職場、関係機関・
団体が、それぞれの立場で交通安全を実現するための取組を定めて実践する。 

  また、県民自身の自主的な推進を円滑にするため、長崎県交通安全推進県民協議会の

構成員は、あらゆる機会を通じて、交通安全の推進を県民に働き掛ける。 

 
 
３ 運動の推進要領 

各推進機関・団体は、相互に連携を密にして、各季の交通安全運動、交通安全週間や日

常の取組を、それぞれの組織の特性や実態に応じて積極的に推進し、これらの運動等が真

に県民一体の運動として効果を高めるように努める。 

 
４ 令和６年 長崎県交通安全年間スローガン 
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「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」への対応について
　標記の件について、国土交通省、農林水産省、経済産業省より全ト協を通じて周知依頼がありまし
たのでお知らせいたします。	

事 務 連 絡
令和６年５月29日

公益社団法人　全日本トラック協会　御中

国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課
農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品流通課
経済産業省商務・サービスグループ物流企画室

「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」への対応について

　転嫁対策の推進につきましては、日頃から格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　国土交通省では、物流産業を持続的に成長させるため、本年 ３月にコスト上昇分を踏まえて標準的
な運賃を ８％引き上げるとともに、荷役の対価や下請手数料等の加算項目を追加した新たな標準的運
賃を告示し、荷主・物流事業者の双方に向けての周知・浸透が必要です。
　また、第21３回通常国会において、実運送体制管理簿による運送体制の可視化、契約の書面化によ
る契約条件の明確化など、賃上げの原資となる適正運賃を収受できる環境を整備するための「流通業
務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」が成
立したところです。
　今般の物価上昇を乗り越える構造的な賃上げを実現するためには、特に我が国の雇用の ７割を占め
る中小企業がその原資を確保できる取引環境を整備することが重要ですが、その一環として、昨年11
月29日に内閣官房及び公正取引委員会の連名で労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針
（以下「本指針」という。）」が策定されました。
　本指針については、策定以降、国土交通省から貴会宛に同年12月27日付事務連絡（以下「12月事務
連絡」といいます。）により周知依頼をしました。また、本年 1月22日に行われた政労使の 意 見
交換において、岸田総理より、中小企業・小規模企業における賃上げに向け、産業界にお け る
本指針に定めた「12の行動指針」に沿った行動の徹底について発言があったところです。

【政労使の意見交換（令和６年１月22日）参考URL】
＜内閣官房HP＞
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/seiroushi/dai1/gijisidai.html
＜首相官邸HP＞
https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/actions/202401/22seiroushi.html

　12月事務連絡に記載のとおり、本指針では、公正取引委員会による「令和５年度独占禁止法上の「優
越的地位の濫用」に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」の結果として、

　・	労務費のコストに占める割合（以下「労務費率」という。）が高い業種として「道路貨物運送業」
及び「自動車整備業」が該当しており、

　・当該業種の受注者が価格転嫁できていない発注者の上位 ３業種の一つとして「道路貨物運送業」、
　　「運輸に付帯するサービス業」及び「倉庫業」が挙げられているところですが（指針 p22～24参照）、

�
�
��

�
�

�
��

�
�
�

行政だより
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特に、道路貨物運送業においては、
　・発注者に対するコストの上昇を理由とした取引価格の引上げを要請していない割合が23. 5％
　・発注者に対するコストの上昇を理由とした取引価格の引上げを要請したもののうち、労務費を含
　　めたコスト上昇を理由としたものの割合が72. 1％
　・労務費の転嫁率（転嫁の要請に対して引き上げられた金額の割合）が10％未満である割合が35. 5％

とされています。

　今般、労務費上昇分の価格転嫁交渉における根拠資料となる標準的な運賃を平均 ８％引き上げると
ともに、荷役の対価等の加算項目を追加したところ、貴会におかれては、取引にあたり、本指針に記
載された以下の項目を踏まえて適切に対応するよう、傘下会員に対して改めて周知するようお願いい
たします。

【受注者として採るべき行動／求められる行動】
・労務費上昇分の価格転嫁の交渉の仕方について、国・地方公共団体の相談窓口、中小企業の支援
機関（全国の商工会議所・商工会等）の相談窓口などに相談するなどして積極的に情報を収集し
て交渉に臨むこと。
・発注者との価格交渉において使用する労務費の上昇傾向を示す根拠資料としては、最低賃金の上
昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率、トラック運送業の標準的な運賃などの公表資料を用
いること。
・労務費上昇分の価格転嫁の交渉は、業界の慣行に応じて 1年に 1回や半年に 1回などの定期的に
行われる発注者との価格交渉のタイミング、業界の定期的な価格交渉の時期など受注者が価格交
渉を申し出やすいタイミング、発注者の業務の繁忙期など受注者の交渉力が比較的優位なタイミ
ングなどの機会を活用して行うこと。
・発注者から価格を提示されるのを待たずに受注者側からも希望する価格を発注者に提示すること。
発注者に提示する価格の設定においては、自社の労務費だけでなく、自社の発注先やその先の取
引先における労務費も考慮すること。

【発注者として採るべき行動／求められる行動】
・①労務費の上昇分について取引価格への転嫁を受け入れる取組方針を具体的に経営トップまで上
げて決定すること、②経営トップが同方針又はその要旨などを書面等の形に残る方法で社内外に
示すこと、③その後の取組状況を定期的に経営トップに報告し、必要に応じ、経営トップが更な
る対応方針を示すこと。
・受注者から労務費の上昇分に係る取引価格の引上げを求められていなくても、業界の慣行に応じ
て１年に１回や半年に１回など定期的に労務費の転嫁について発注者から協議の場を設けること。
特に長年価格が据え置かれてきた取引や、スポット取引と称して長年同じ価格で更新されている
ような取引においては転嫁について協議が必要であることに留意が必要である。
・労務費上昇の理由の説明や根拠資料の提出を受注者に求める場合は、公表資料（最低賃金の上昇
率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率、トラック運送業の標準的な運賃など）に基づくものと
し、受注者が公表資料を用いて提示して希望する価格については、これを合理的な根拠があるも
のとして尊重すること。
・労務費をはじめとする価格転嫁に係る交渉においては、サプライチェーン全体での適切な価格転
嫁による適正な価格設定を行うため、直接の取引先である受注者がその先の取引先との取引価格
を適正化すべき立場にいることを常に意識して、そのことを受注者からの要請額の妥当性の判断
に反映させること。
・受注者から労務費の上昇を理由に取引価格の引上げを求められた場合には、協議のテーブルにつ
くこと。労務費の転嫁を求められたことを理由として、取引を停止するなど不利益な取扱いをし
ないこと。
・受注者からの申入れの巧拙にかかわらず受注者と協議を行い、必要に応じ労務費上昇分の価格転
嫁に係る考え方を提案すること。

【発注者・受注者の双方が採るべき行動／求められる行動】
・定期的にコミュニケーションをとること。
・価格交渉の記録を作成し、発注者と受注者と双方で保管すること。

5―　―

ながさき　　トラック広報　2024－ 7



乗務前自動点呼の先行実施要領について
　標記の件について、国土交通省より全ト協を通じて周知依頼がありましたのでお知らせいたしま
す。	

国自安第22号の 2
令和 ６年 ５月3１日

公益社団法人　全日本トラック協会会長　殿

国土交通省　物流・自動車局　安全政策課長

乗務前自動点呼の先行実施要領について

　自動車運送事業における運行管理については、道路運送法又は貨物自動車運送事業法体系において、
輸送の安全の確保のため、自動車運送事業者において、営業所に運行管理者を配置し、原則として対
面により点呼を行い必要な指示を与えること等が定められています。

　令和５年４月以降、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を
定める告示（令和５年国土交通省告示第266号）の要件を満たしたうえで営業所を管轄する運輸支局
へ届出を行うことにより、業務後自動点呼を実施することが可能となりました。

　今般、業務後のみならず、業務前自動点呼を行う事で、運行管理者の負担を軽減することや、慢性
的な人手不足への対応が期待されることから、業務前自動点呼に係る先行実施事業を別添の「自動車
運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領」に基づき実施すること
となりました。

　なお、自動車運送事業者が実施要領に基づいて業務前自動点呼を行った場合、旅客自動車運送事業
運輸規則（昭和31年運輸省令第44号）第24条第１項又は貨物自動車運送事業輸送安全規則（平成2年
運輸省令第22号）第７条第１項の規定に適合する点呼が行われたものとして取り扱うこととします。

　つきましては、貴会傘下会員に本実施要領の周知を行っていただきますよう、ご協力をお願い致し
ます。
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令和６年賃金引上げ等の
実態に関する調査の実施についての

協力依頼について

「賃金引上げ等の実態に関する調査」にご協力ください。

厚生労働省

　厚生労働省では、「令和 ６年賃金引上げ等の実態に関する調査」を実施します。

　この調査は、民間企業における賃金・賞与の改定額、改定率、賃金・賞与の改定方法、改定に至る

までの経緯等を把握することを目的として、主要産業に属する常用労働者100人以上を雇用する会社

組織の民営企業から産業別及び企業規模別に選定した約３, ６00企業を対象とし、毎年 1 月から12月ま

での 1年間の常用労働者の賃金改定状況について調査するものです。

　調査の結果は最低賃金決定のための中央最低賃金審議会（目安に関する小委員会）の審議で使用す

るほか、労働経済白書をはじめとする賃金分析等において広く活用されており、非常に重要な役割を

担った調査となっております。

　対象になった企業におかれましては、調査の趣旨、重要性をご理解いただき、何卒調査にご協力い

ただきますようお願い申し上げます。

　標記の件について、厚生労働省より全ト協を通じて協力依頼がありましたのでお知らせいたします。
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長崎県警察からのお願い
～ ♢マークの周知 ～

♦守ろう交通ルール
♥高めよう交通マナー

皆様の御協力よろしくお願いいたします。

長崎県内では、信号機のない横断歩道を横断中に車に
はねられる交通事故の割合が高く、長崎県警では、この
ような事故を１件でも減らしたいという思いから、

をキャッチフレーズとして広報啓発に取り組んでいます。
このキャッチフレーズには、
１ 信号機のない横断歩道の手前には、
ダイヤ（♢）マークの道路標示があること

２ ♢マークの先にある横断歩道には、
守りたい命（♥）があること

３ 横断歩道に差し掛かった時には、
スピード（♠）を落として欲しいこと

の意味が込められています。

13―　―

ながさき　　トラック広報　2024－ 7



14―　―

ながさき　　トラック広報　2024－ 7



軽油価格の調査結果（ 4月分）
　 4月中の軽油価格調査を実施した結果は次のとおりであります。購入契約の参考に利用して下さい。

₁．単純集計価格
区　分地区名 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

九州（沖縄除） 127.24 117.06 126.67
全国（沖縄除） 125.47 115.80 125.25

₂．元売別集計価格〈九州（沖縄除）〉
区　分元売名 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

ＥＮＥＯＳ 133.22 117.07 127.62
出光昭和シェル 126.69 117.21 124.24
キ グ ナ ス
コ ス モ 124.50 113.93 135.00
そ の 他 119.25 117.48 126.33

₃．月間購入量別価格〈九州（沖縄除）〉
区　分月間購入量 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

30キロ
リットル未満 127.79 117.14 128.40
30～50キロ
リットル未満 122.12 117.87
50～100キロ
リットル未満 116.31 114.91 115.80
100キロ
リットル以上 115.74 116.90

₄．支払期限別価格〈九州（沖縄除）〉
区　分支払期限 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

30 日 未 満 125.90 120.33 128.74
30～60日未満 126.54 116.81 126.69
60 日 以 上 135.48 115.00 115.80

₅．軽油価格推移〈九州（沖縄除）〉
区　分月　別 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

2023 年 12 月 127.29 115.97 126.15
2024 年 1 月 127.79 116.11 126.80
2024 年 2 月 125.64 115.55 126.37
2024 年 3 月 125.57 115.44 126.91
2024 年 4 月 127.24 117.06 126.67

※消費税抜きの価格

全ト協だより

15―　―

ながさき　　トラック広報　2024－ 7



　令和 6年 6月11日から長期プライムレートの引上げに連動して、近代化基金融資の貸出利率が次の

とおり変更された旨、全ト協を通じて取扱金融機関から通知がありましたのでお知らせ致します。

記

１．貸付利率

期　　　間 現行（改定前） 改定後

₁年以上～₃年以内

1.70％ 1.80％₃ 年超～ ₇ 年以内

₇ 年超～ 10 年以内

₂．実施日

　　令和 6 年 6 月11日

近代化基金融資貸出金利の
変更について
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事故対だより
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国交省認定機関による運行管理者等講習の実施について

【申込方法】
　各実施機関のホームページから予約、または別紙の「受講申込書」に必要事項を記入の上、FAX
してください。
　　㈱おんが自動車学校　FAX：093－293－2427	 TEL：093-293-2359
　　㈲新西海自動車学校　FAX：0959－27－1778	 TEL：0959-27-0136
	　	（独法）自動車事故対策機構（ナスバ）長崎支所　TEL：095-821-8853
　　※	自動車事故対策機構は、ホームページ（https://www.nasva.go.jp/) から、インターネットで予

約システムにてご予約ください。
【受講手数料】
　基礎講習：8，900円
　一般講習：3，200円（協会会員は、全額助成金が適用されます。）
　なお講習開始後の返金はできません。当日会場受付にて、なるべくお釣りのないようお願いします。

【持ってくるもの】
　運行管理者講習手帳（講習手帳をお持ちでない方は、写真 1枚「縦3．0cm×横2．4cm」※サイズ厳守）
筆記用具、インターネット予約確認書又は一般講習受講予約申込書 ( ※自動車事故対策機構のみ）

【受付時間及び講習時間】※講師等の都合により時間が変更になることもあります。
実施機関 受付時間 区分 講習時間

おんが自動車学校 9：00～ 9 ：30 基礎講習
1日目 10：00～17：00

※9：30～オリエンテーション

2 日目 10：00～17：00
3 日目 10：00～15：30

一般講習 9：30～16：00

新西海自動車学校 9：30～10：00 基礎講習
1日目 10：00～17：00
2 日目 10：00～17：00
3 日目 10：00～15：30

一般講習 10：00～16：30
※自動車事故対策機構主催分はお問い合わせください。

１．基礎講習　

回数 実施日 実施場所 定員 主　　催

第１回 5月29日㈬～31日㈮ 長崎市「県ト協研修会館」 80名 おんが自動車学校

第２回 6月18日㈫～20日㈭ 佐世保市「佐世保市労働福祉センター」 50名 新西海自動車学校

第３回 6月19日㈬～21日㈮ 長崎市「TBM長崎ビル　地下会議室」 36名 自動車事故対策機構　長崎支所

第４回 7月 1日㈪～ 3日㈬ 長崎市「県ト協研修会館」 50名 新西海自動車学校

第５回 7月 2日㈫～ 4日㈭ 長崎市「TBM長崎ビル11階　ナスバ長崎支所」 6 名 自動車事故対策機構　長崎支所 ★

第６回 11月 6 日㈬～ 8日㈮ 長崎市「県ト協研修会館」 80名 おんが自動車学校

第７回 11月12日㈫～14日㈭ 佐世保市「佐世保市労働福祉センター」 50名 新西海自動車学校

第８回 12月 3 日㈫～ 5日㈭ 長崎市「県ト協研修会館」 50名 新西海自動車学校

第９回 【予定】 1 月29日㈬～31日㈮ 長崎市「TBM長崎ビル　地下会議室」 36名 自動車事故対策機構　長崎支所

★は講師資格者の下、事前収録した動画を視聴する形式
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2 ．一般講習　

回数 実施日 実施場所 定員 主　　催

第 1回 4月25日㈭ 長崎市「TBM長崎ビル11階　ナスバ長崎支所」 12名 自動車事故対策機構　長崎支所
第 2回 5月16日㈭ 長崎市「TBM長崎ビル11階　ナスバ長崎支所」 12名 自動車事故対策機構　長崎支所
第 3回 5月28日㈫ 長崎市「県ト協研修会館」 80名 おんが自動車学校
第 4回 6月10日㈪ 長崎市「県ト協研修会館」 80名 新西海自動車学校
第 5回 6月13日㈭ 五島市「福江文化会館」 30名 新西海自動車学校
第 6回 6月14日㈮ 新上五島町「有川鯨賓館」 20名 新西海自動車学校
第 7回 6月24日㈪ 佐世保市「佐世保市労働福祉センター」 50名 新西海自動車学校
第 8回 6月27日㈭ 長崎市「TBM長崎ビル11階　ナスバ長崎支所」 12名 自動車事故対策機構　長崎支所
第 9回 7月５日㈮ 大村市「サンスパおおむら」 40名 新西海自動車学校
第10回 7 月12日㈮ 佐世保市「アルカス SASEBO　３階会議室」 30名 自動車事故対策機構　長崎支所 ★

第11回 7 月19日㈮ 佐世保市「佐世保市労働福祉センター」 50名 新西海自動車学校
第12回 7 月24日㈬ 島原市「有明文化会館」 80名 新西海自動車学校
第13回 7 月25日㈭ 長崎市「TBM長崎ビル11階　ナスバ長崎支所」 18名 自動車事故対策機構　長崎支所 ★

第14回 7 月30日㈫ 時津町「北部コミュニティセンター」 50名 新西海自動車学校
第15回 8 月 8 日㈭ 平戸市「田平町民センター」 30名 新西海自動車学校
第16回 8 月22日㈭ 長崎市「TBM長崎ビル11階　ナスバ長崎支所」 18名 自動車事故対策機構　長崎支所 ★

第17回 8 月27日㈫ 長崎市「県ト協研修会館」 80名 新西海自動車学校
第18回 8 月29日㈭ 長崎市「TBM長崎ビル11階　ナスバ長崎支所」 18名 自動車事故対策機構　長崎支所 ★

第19回 9 月 3 日㈫ 大村市「サンスパおおむら」 40名 新西海自動車学校
第20回 9 月13日㈮ 時津町「北部コミュニティセンター」 50名 新西海自動車学校
第21回 10月10日㈭ 長崎市「TBM長崎ビル11階　ナスバ長崎支所」 18名 自動車事故対策機構　長崎支所 ★

第22回 10月12日㈯ 佐世保市「佐世保市労働福祉センター」 50名 新西海自動車学校
第23回 10月17日㈭ 長崎市「TBM長崎ビル11階　ナスバ長崎支所」 18名 自動車事故対策機構　長崎支所 ★

第24回 10月23日㈬ 長崎市「県ト協研修会館」 80名 新西海自動車学校
第25回 10月31日㈭ 長崎市「TBM長崎ビル11階　ナスバ長崎支所」 18名 自動車事故対策機構　長崎支所 ★

第26回 11月 5 日㈫ 長崎市「県ト協研修会館」 80名 おんが自動車学校
第27回 11月 7 日㈭ 長崎市「TBM長崎ビル11階　ナスバ長崎支所」 18名 自動車事故対策機構　長崎支所 ★

第28回 11月17日㈰ 西海市「新西海自動車学校」 30名 新西海自動車学校
第29回 11月21日㈭ 長崎市「TBM長崎ビル11階　ナスバ長崎支所」 18名 自動車事故対策機構　長崎支所 ★

第30回 12月 2 日㈪ 長崎市「県ト協研修会館」 80名 新西海自動車学校
第31回 12月 5 日㈭ 長崎市「TBM長崎ビル11階　ナスバ長崎支所」 18名 自動車事故対策機構　長崎支所 ★

第32回 12月12日㈭ 長崎市「TBM長崎ビル11階　ナスバ長崎支所」 18名 自動車事故対策機構　長崎支所 ★

第33回 12月18日㈬ 北松佐々町「佐々町文化会館」 30名 新西海自動車学校
第34回 1 月10日㈮ 大村市「サンスパおおむら」 40名 新西海自動車学校
第35回 1 月30日㈭ 長崎市「県ト協研修会館」 80名 おんが自動車学校
第36回 2 月28日㈮ 長崎市「県ト協研修会館」 80名 おんが自動車学校

★は講師資格者の下、事前収録した動画を視聴する形式
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基礎講習　受講申込書
西暦　　　　　年　　　月　　　日

ＦＡＸ
▲

事業所名：
事業所〒：　　　　－
事業所住所：
申込責任者：
連絡先 (TEL)　　　　－　　　－　　　　(FAX)　　　－　　　－　　　

事業の種類
(該当するものに○) バス ハイ・タク トラック

( 軽貨物を含む )
その他

(　　　　　)

ふりがな
受講者の氏名

事業用自動車の
運行管理者経験が
1 年未満の者
(○印をする )

受講の目的
(○印をする ) (○印をする )(○印をする )

現在の職名 手帳の有無 受講希望月日

1. 運行管理者選任要件を得る
2. 運行管理者試験資格取得
3. 補助者の選任要件を得る
4. その他 (　　　　　　　)

有・無
　　月　日
より 3 日間

1 年未満

1. 運行管理者選任要件を得る
2. 運行管理者試験資格取得
3. 補助者の選任要件を得る
4. その他 (　　　　　　　)

1. 運行管理者
2. 補助者
3. その他

有・無
　　月　日
より 3 日間

1 年未満

1. 運行管理者選任要件を得る
2. 運行管理者試験資格取得
3. 補助者の選任要件を得る
4. その他 (　　　　　　　)

有・無
　　月　日
より 3 日間

1 年未満

1. 運行管理者選任要件を得る
2. 運行管理者試験資格取得
3. 補助者の選任要件を得る
4. その他 (　　　　　　　)

有・無
　　月　日
より 3 日間

1 年未満

＊現在の職名欄中、「運行管理者」とは運輸支局長 ( 沖縄にあっては陸運事務所長 ) に選任の届出を行ったものとする。

運行管理者試験を受験予定の方は、以下の□に✓を記入して下さい。
運行管理者試験センターへの受講名簿提出と基礎講習修了書 ( 複写 ) の送付に同意する

＊＊ご確認ください＊＊

1. 運行管理者
2. 補助者
3. その他

1. 運行管理者
2. 補助者
3. その他

1. 運行管理者
2. 補助者
3. その他

（ 男 ・ 女 ）

（ 男 ・ 女 ）

（ 男 ・ 女 ）

（ 男 ・ 女 ）

＊修了書の作成間違い防止の為、氏名は丁寧にお書き頂き、また性別は〇で囲んでください。

①番

②番

③番

④番

①番の方：□　②番の方：□　③番の方：□　④番の方：□

（ 男 ・ 女 ）

申込責任者メールアドレス：　　　　　　　　　＠　　

（西暦生年月日）

（西暦 　　 　年　　月　　日）

（西暦 　　 　年　　月　　日）

（西暦 　　 　年　　月　　日）

（西暦 　　 　年　　月　　日）

全日本トラック協会指定　福岡/佐賀/長崎/熊本/大分/宮崎/鹿児島/沖縄　各県トラック協会指定



①番

②番

③番

④番

（ 男 ・ 女 ）

（ 男 ・ 女 ）

（ 男 ・ 女 ）

（ 男 ・ 女 ）

（ 男 ・ 女 ）

＊修了書の作成間違い防止の為、氏名は丁寧にお書き頂き、また性別は〇で囲んでください。

（西暦生年月日）

申込責任者メールアドレス：　　　　　　　　　＠　　

（西暦 　　 　   年  　  　月   　 　日）

（西暦 　　 　   年  　  　月   　 　日）

（西暦 　　 　   年  　  　月   　 　日）

（西暦 　　 　   年  　  　月   　 　日）

全日本トラック協会指定　福岡/佐賀/長崎/熊本/大分/宮崎/鹿児島/沖縄　各県トラック協会指定

西暦　　　　年　　月　　日



基礎講習受講予約申込書
のうのうｍぴ平成

申込日 令和 年 月 日

フ リ ガ ナ

事業所名 （営業所名）

〒 －

事業所住所

申込責任者名

連絡先（ ） （ ）
※受付完了後に「受付済」の印を押して返信 をしますので必ずご記入下さい。

フ リ ガ ナ 希望する

講習の種類

（番号○印）

受講の目的

（番号○印）

講習手帳

の有無

（○印）

受講の情報

提供の同意

（☑印）

受 講 日受講者の氏名

（生 年 月 日 ）

１ 旅 客

２ 貨 物

１ 運行管理者試験受検資格

２ 運行管理者選任要件

３ 補助者選任要件

４ その他

有 ・ 無

□同意する

□同意しない

月 日

～

月 日
昭和 ・平成 年 月 日

１ 旅 客

２ 貨 物

１ 運行管理者試験受検資格

２ 運行管理者選任要件

３ 補助者選任要件

４ その他

有 ・ 無

□同意する

□同意しない

月 日

～

月 日
昭和 ・平成 年 月 日

１ 旅 客

２ 貨 物

１ 運行管理者試験受検資格

２ 運行管理者選任要件

３ 補助者選任要件

４ その他

有 ・ 無

□同意する

□同意しない

月 日

～

月 日
昭和 ・平成 年 月 日

１ 旅 客

２ 貨 物

１ 運行管理者試験受検資格

２ 運行管理者選任要件

３ 補助者選任要件

４ その他

有 ・ 無

□同意する

□同意しない

月 日

～

月 日
昭和 ・平成 年 月 日

１ 旅 客

２ 貨 物

１ 運行管理者試験受検資格

２ 運行管理者選任要件

３ 補助者選任要件

４ その他

有 ・ 無

□同意する

□同意しない

月 日

～

月 日
昭和 ・平成 年 月 日

注１）個人でお申し込みの方は、事業所名欄に個人名を、事業所住所欄に本人住所を記入して下さい。

注２）「受講の情報提供の同意」とは、受験資格確認事務の円滑を図るため、運行管理者試験センターへの講

習受講の情報提供を行なうものです。また、国土交通省へも受講情報を提供いたします。

注３）平成２７年度から、旅客試験は旅客の基礎講習、貨物試験は貨物の基礎講習の受講が受験資格となります。

※ウイルス感染対策については各人でマスク着用等行って下さい。

※講習会場は自動車学校ではありませんのでお間違いのないようにお願いいたします。

ＦＡＸ送信先 ０９５９－２７－１７７８

※ 

新 西 海 自 動 車 学 校
西海市西彼町上岳郷１２３８－３ ＴＥＬ ０９５９－２７－０１３６

○受 付 時 分～ 時 分 ○会 場 長崎県トラック協会 ・ 佐世保市労働福祉センター

○講習時間 時 分～ 時 分（最終日は 時 分まで）※手帳をお持ちでない方は写真（ × ）１枚をご用意下さい

 

（ 受 付 済 印 ）

※ 申 込 先 ※

ＦＡＸ



一般講習受講予約申込書
のうのうｍぴ平成申込日 令和 年 月 日

フ リ ガ ナ

事業所名 （営業所名）

〒 －

事業所住所

申込責任者名

連絡先（ ） （ ）
※受付完了後に「受付済」の印を押して返信 をしますので必ずご記入下さい。

事業所の種類
（○印をする）

バ ス ハイ・タク トラック
その他

（ ）

フ リ ガ ナ
現在の職名

（番号○印）

運行管理者

選任年月日

指導講習手帳
の有無
（○印）

受 講日受講者の氏名

（生 年 月 日 ）

１ 運行管理者

２ 補助者

３ その他

昭和 ・平成 ・令和

年 月 日
有 ・ 無 月 日

昭和 ・平成 年 月 日

１ 運行管理者

２ 補助者

３ その他

昭和 ・平成 ・令和

年 月 日
有 ・ 無 月 日

昭和 ・平成 年 月 日

１ 運行管理者

２ 補助者

３ その他

昭和 ・平成 ・令和

年 月 日
有 ・ 無 月 日

昭和 ・平成 年 月 日

１ 運行管理者

２ 補助者

３ その他

昭和 ・平成 ・令和

年 月 日
有 ・ 無 月 日

昭和 ・平成 年 月 日

１ 運行管理者

２ 補助者

３ その他

昭和 ・平成 ・令和

年 月 日
有 ・ 無 月 日

昭和 ・平成 年 月 日

注１）「運行管理者選任年月日」欄中の「運行管理者」とは、運輸支局長に選任届けがなされている方です。

注２）運行管理者講習の受講の情報は、国土交通省に提供いたします。

※ウイルス感染対策については各人でマスク着用等行って下さい。

※講習会場は開催日によって異なりますのでお間違いのないようにお願いいたします。

ＦＡＸ送信先 ０９５９－２７－１７７８

※ 

新 西 海 自 動 車 学 校
西海市西彼町上岳郷１２３８－３ ＴＥＬ ０９５９－２７－０１３６

（ 受 付 済 印 ）

○受 付 時 分～ 時 ○会 場 長崎県トラック協会 ・ 佐世保市労働福祉センター ・ サンスパおおむら

○講習時間 時 分～ 時 分 時津北部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ ・ 有明文化会館 ・ 田平町民ｾﾝﾀｰ ・ 佐々町文化会館

福江文化会館 ・ 鯨 賓 館 ・ 新西海自動車学校

 

※ 申 込 先 ※

ＦＡＸ



　（公社）長崎県トラック協会は、 6 月13日㈭午後 2 時30分から長崎市大黒町「ホテルニュー長崎」
において、会員423名（内委任状354名）が出席し、令和 6年度定時総会を開催しました。
　総会は、定足数の報告で始まり、全ト協会長表彰「正しい運転・明るい輸送運動（ 2事業所 2名と
1事業所）」、「優秀運転者表彰（45名）」、県ト協会長表彰「永年勤続表彰（95名）」を行った後、議長
に馬場会長を選出し議事に入り、上程された次の議案
　第 1号議案　令和 5年度会務及び事業報告について
　第 2号議案　令和 5年度決算報告について
　　　　　　　	（貸借対照表・正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記、

財産目録）
　第 3号議案　役員の選任について
　第 1号報告　令和 6年度事業計画について
　第 2号報告　令和 6年度収支予算について
について審議され、いずれも原案通り承認され、総会は終了しました。
　なお、新たな理事に就任された方は次のとおりです。

　新理事　平田　純一郎（長崎支部）日本通運㈱
　新理事　米村　誠晃　（壱岐支部）壱岐通運㈱

　本総会に続いて開催された陸災防長崎県支部通常総会の終了後、来賓の臨場をいただき、
　九州運輸局長崎運輸支局長　大上　　圭　様
　長崎労働局長　　　　　　　倉永　圭介　様
　長崎県地域振興部長　　　　小川　雅純　様（代理中村統括課長補佐）
　長崎県警察本部交通部長　　田川　佳幸　様
それぞれのお立場からの祝辞をいただきました。
　このほか、ご出席いただいた来賓の皆様の紹介後に開催された懇談会は、終始和やかな雰囲気の中、
盛会裏に終わりました。

令和６年度定期総会の開催状況について

馬場会長

総会風景
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大上長崎運輸支局長 倉永長崎労働局長 中村県交通政策課総括課長補佐 田川県警交通部長

表彰風景

25―　―
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令和６年度助成事業について 

１．主な留意点 

①全助成事業で事前申請としています。（健康診断受診促進助成事業を除く） 
＜申請の流れ＞ 装置、⾞両の導⼊前、⾃動⾞学校への申込前に申請 ⇒ 交付決定 ⇒ 導⼊、免許等取得 ⇒ 実績報告 ⇒ 助成⾦交付 

 
 ②装置関係は指定の機器があります。詳細は協会へお問い合わせください。 

③申 請 期 間︓７／１（⽉）〜１２／２０（⾦） ※免許等取得促進助成事業は１／３１（⾦）まで 
実績報告期限︓２／２１(⾦)  ※運転記録証明書促進助成・適性診断受診促進助成事業は３／１９（⽔）まで 
3 ⽉導⼊・実施分は助成の対象外となりますので、助成を希望される場合は計画的な導⼊を⾏って下さい。 

２．助成事業⼀覧  
助成事業 概 要

ドライブ 
レコーダー 

事業内容 別に定める対象⾞載器の導⼊について、装置の機能に応じた助成⾦を交付します。（国補助⾦との併⽤は不可） 
申請期間 申請期間︓令和 6.7.1〜令和 6.12.20 実績報告期限︓令和 7.2.21

対象機器・装置 全⽇本トラック協会が標準型、運⾏管理連携型に指定した機器
助成⾦額 標準型︓機器価格(税抜)の１/２（上限５千円／台） 運⾏管理連携型︓機器価格(税抜)の１/２（上限１万円／台） 

安全装置等 

事業内容 別に定める対象機器の導⼊について、助成を⾏います。（国補助⾦との併⽤は不可）
申請期間 申請期間︓令和 6.7.１〜令和 6.12.20 実績報告期限︓令和 7.2.21

対象機器・装置 ①後⽅視野確認⽀援装置 ②側⽅視野確認⽀援装置 ③側⽅衝突監視警報装置 ④アルコールインターロック ⑤ＩＴ点呼に
使⽤するアルコール検知器 ⑥トルクレンチ ⑦⾃動点呼機器

助成⾦額 ①②④⑤︓機器価格(税抜)の１/２(上限 2 万円／台) ③機器価格(税抜)の 1/2（上限 10 万円）⑥取得価格(税抜)の 1/2(上限
3 万円) ⑦導⼊費⽤（周辺機器、セットアップ費⽤及び契約期間中のサービス利⽤料を含む）(上限 10 万円)

その他条件等 

＊②③は、⾞両総重量 7.5 トン以上の事業⽤トラックに装着した場合に限る。 
＊③をトラクタ・トレーラに装着する場合は、トラクタの第 5 輪荷重が 8.5 トン以上のものに限る。  
＊⑤は、ＩＴ点呼に使⽤するアルコール検知器については、Ｇマーク取得事業所に限る。 
＊⑥は、600Ｎ･m 以上の締め付け能⼒を有するもの 1 事業所 1 台 ⑦は、1 事業者 1 台ただしＧマーク取得事業者は 2 台 

アルコール 
検知器 

事業内容 アルコール検知器の導⼊について、助成を⾏います。 
申請期間 申請期間︓令和 6.7.1〜令和 6.12.20 実績報告期限︓令和 7.2.21

対象機器・装置 全ての機器が対象 ＊協会では特定の機種を指定や推薦することはありません
助成⾦額 機器価格(税抜)の１/２（上限 2 万円／台）

その他条件等 ＊Ｇマーク事業所におけるＩＴ点呼に使⽤するアルコール検知器については、安全装置として助成を⾏います。 
＊来年度以降の助成事業継続が未定の為、今年度中の導⼊を促進します

⾎圧計 
事業内容 ⾎圧計を導⼊した場合、助成⾦を交付します。※助成対象機器等については全ト協基準に準じます。
申請期間 申請期間︓令和 6.7.1〜令和 6.12.20 実績報告期限︓令和 7.2.21
助成⾦額 1 台あたり装置の取得価格の 2 分の 1（上限 5 万円／台）

ＳＡＳ 
スクリーニング 

検査 

事業内容 指定する検査・医療機関で健康保険適⽤外である第１次検査および第２次検査を受検する際、助成⾦を交付します。 
申請期間 申請期間︓令和 6.7.1〜令和 6.12.20 実績報告期限︓令和 7.2.21
助成⾦額 第１次検査および第２次検査の合計費⽤の半額（上限２，５００円／⼈）

安全運転研修 

（ドライバー等 
安全教育訓練 

促進） 

事業内容 指定研修施設にドライバー等を派遣し、安全運転教育（研修）を受講させた場合、助成を⾏います。

助成⾦額 

研修費（宿泊費等含）の全額⼜は⼀部及び交通費（離島地区外 5 千円、離島地区 1 万円） 
①⼀般運転者・初任運転者・指導監督者研修（１泊２⽇）︓55,440 円（受講料の全額）＋交通費 
②⼀般・初任ドライバー研修（２泊３⽇）︓53,900 円（受講料 77,000 円の７割）＋交通費 ⇒全ト協特別研修 
③添乗・指導管理者研修（２泊３⽇）︓53,900 円（受講料 77,000 円の７割）＋交通費 ⇒全ト協特別研修 
＊受講料に対する助成⾦は研修実施機関へ直接交付 
＊②③について、Ｇマーク取得事業所の場合は受講料の全額助成（77,000 円）

助成上限 研修 1 回あたり 1 事業者 2 名まで

初任運転者 
特別指導講習会 

事業内容 協会が開催する指定研修にドライバー等を派遣し、安全運転研修を受講させた場合、助成を⾏います。
対象 特別指導教育（初任）の対象者

助成⾦額 研修費の全額 年１０回

⾼齢運転者 
安全運転研修 

事業内容 協会が開催する指定研修にドライバー等を派遣し、安全運転研修を受講させた場合、助成を⾏います。
対象 ６０才以上の⽅を対象としたカリキュラムとなります。※適齢運転者に対する特別指導には該当しません。

助成⾦額 
研修費の全額 
＊適齢診断を受診することが出来ます。 
＊講習受講料に対する助成⾦は研修実施機関へ直接交付

助成上限 研修 1 回あたり 1 事業者 2 名まで

健康診断 
受診促進 

事業内容 会員がその事業⽤⾃動⾞の運転者に対し、健康診断を受診させた場合、助成を⾏います。 
※助成対象者は事業⽤⾃動⾞の運転者に選任された者のみで、その他従業員等は助成対象ではありません。

申請期間 申請期間︓令和 6.7.1〜令和 7.2.21 ※令和 6 年 4 ⽉以降の受診が助成対象です。
助成上限 ⾞両数の１．２倍まで
助成⾦額 運転者 1 名につき 1,500 円

安全性評価事業 
認定促進 

事業内容 安全性優良事業所の認定を受けた会員事業者に対し、ステッカーを助成（交付）します。
申請期間 申請期間︓認定公表から 2 週間以内

運転記録証明書 
取得促進 

事業内容 会員がその事業⽤⾃動⾞の選任運転者及び新規採⽤者に係る運転記録証明書を取得した場合、助成を⾏います。 
申請期間 申請期間︓令和 6.4.1〜令和 7.3.19
助成上限 当該事業所（県内営業所）に所属する事業⽤⾃動⾞の選任運転者及び採⽤運転者
助成⾦額 運転者 1 名につき 670 円

7 ⁄ 1 ㈪より受付を開始します。長崎県トラック協会HPにて、申請様式がダウンロード可能です。
なお、 4 ⁄ 1 以降導入（取得）分は、 7月中に申請してください。
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助成事業 概 要

適性診断 
（特定） 

事業内容 適性診断（特定）の受診料の⼀部を助成します。 
申請期間 申請期間︓令和 6.4.1〜令和 7.3.19
対象診断 ①初任診断 ②適齢診断
助成⾦額 3,800 円 ＊助成⾦は診断実施機関へ直接交付

適性診断機器 
（⼀般） 

事業内容 別に定める指定適性診断機器を導⼊する場合、導⼊費⽤の⼀部を助成します。
申請期間 申請期間︓令和 6.7.1〜令和 6.12.20 実績報告期限︓令和 7.2.21
助成上限 １台まで
助成⾦額 指定機器１台につき２０万円

環境対応⾞ 

実施主体 ①ＣＮＧトラック ②ハイブリッドトラック︓協調（県ト協、国、全ト協）
事業内容 環境対応⾞を導⼊する際、種別に応じて、助成を⾏います。

申請期間（県ト協） 申請期間︓令和 6.7.1〜令和 6.12.20 実績報告期限︓令和 7.2.21

対象 ①ＣＮＧトラック ②ハイブリッドトラック ③電気⾃動⾞ ④燃料電池⾃動⾞ 
 ＊令和 6.4.1〜令和 7.2.21 までに導⼊（⽀払）が完了するもの

助成上限 １事業者１両まで
助成⾦額 ①ＣＮＧトラック ②ハイブリッドトラック ③電気⾃動⾞ ④燃料電池⾃動⾞ ※お問合せ下さい。

アイドリング 
ストップ 
⽀援機器 

事業内容 別に定める対象機器の導⼊について、装置の機能に応じた助成⾦を交付します。
申請期間 申請期間︓令和 6.7.1〜令和 6.12.20 実績報告期限︓令和 7.2.21

対象機器・装置 ①蓄熱マット ②エアヒータ ③⾞載バッテリー式冷房装置

助成⾦額 
①蓄熱マット︓5,000 円 （全額︓県ト協） 
②エアヒータ︓機器価格の１/２ ＊上限 6 万円 （全額︓全ト協） 
③⾞載バッテリー式冷房装置︓機器価格の１/２ ＊上限 6 万円 （全額︓全ト協）

グリーン経営 
認証促進 

事業内容 グリーン経営認証制度において、認証・登録⼜は更新に要した費⽤のうち⼀部を助成します。
申請期間 申請期間︓令和 6.7.1〜令和 6.12.20 実績報告期限︓令和 7.2.21
助成⾦額 新規７万円、更新５万円＊費⽤の合計が各助成額に満たないときはその⾦額まで

信⽤保証料 
事業内容 セーフティーネット関連の信⽤保証協会融資にかかる保証料について、助成を⾏います。
申請期間 申請期間︓令和 6.7.1〜令和 6.12.20 実績報告期限︓令和 7.2.21
助成⾦額 保証料の１/２（県ト協︓１/4 全ト協︓1/4）※⼀年度⼀事業者あたり上限２０万円

免許等取得 

事業内容 会員がその従業員に対し、各種免許等を取得させる場合、助成を⾏います。
申請期間等 申請期間︓令和 6.7.1〜令和 7.1.31 実績報告期限︓令和 7.2.21

助成⾦額 
準中型新規︓4 万円、準中型限定解除︓2 万 5 千円、特例教習︓受講費⽤(税抜)の 1/3(上限 10 万円)、 
⼤型・中型・けん引︓取得費⽤(税抜)の 1/2(上限:⼤型 15 万円、中型･けん引 10 万円)  
フォークリフト︓31 時間・35 時間講習 1 万円、11 時間・15 時間講習 ５千円

その他条件等 協会指定研修の受講（特例教習、フォークリフトを除く）

中⼩企業⼤学校 
事業内容 会員がその従業員等に対象となる中⼩企業⼤学校講座を受講させた場合、助成を⾏います。
申請期間 申請期間︓令和 6.7.1〜令和 6.12.20 実績報告期限令和 7.2.21
助成⾦額 受講料の２/３（県ト協１/３・全ト協１/３）

働きやすい職場 
認証取得促進 

事業内容 働きやすい職場認証制度において、新規認証取得⼜は認証継続にかかる費⽤のうち⼀部を助成します。
申請期間 申請期間︓令和 6.7.1〜令和 6.12.20 実績報告期限︓令和 7.2.21
助成⾦額 新規 3 万円、継続２万円＊費⽤の合計が各助成額に満たないときはその⾦額まで

運⾏管理者 
⼀般講習 

事業内容 会員がその運⾏管理者等に運⾏管理者講習（⼀般）を受講させた場合、助成を⾏います。
助成⾦額 受講者 1 名につき 3,200 円

令和６年度近代化基⾦推薦融資申込公募の実施について 
１．公募期間 

令和 6 年 4 ⽉ 1 ⽇〜令和 7 年２⽉２８⽇（期⽇厳守） 
＊融資対象は、令和６年度（令和６年 4 ⽉ 1 ⽇〜令和７年 3 ⽉ 31 ⽇）に投資されるものに限ります。 

２．公募融資総枠︓６億円 
３．融資限度額︓各融資制度において、それぞれ定めます。 
４．融資利率︓商⼯中⾦所定の利率 
５．融資推薦対象者︓会員事業者及び協同組合等であり、商⼯中⾦と取引資格があるもの。 
６．取扱⾦融機関︓商⼯中⾦（⻑崎⽀店、佐世保⽀店）及び商⼯中⾦の代理店である信⽤組合 
７．融資対象資⾦について︓消費税は対象となりますが、その他の税⾦、登録費⽤、保険料等は対象外です。 
８．各融資制度の詳細は下表にてご確認下さい。 

＊協会ＨＰ（http://www/nata.or.jp）の助成事業ページにて申込書のダウンロードが可能です。 
⼀般融資 ポスト新⻑期融資

①融資対象事業 
・物流施設・福利厚⽣施設の整備に要する資⾦ 
・事務機器の購⼊、設備の補修・改修に要する資⾦ 
・荷役機械購⼊に要する資⾦   ・⾞両購⼊及び架装に要する資⾦ 
※運転資⾦は対象外です 

②融資推薦限度額 
・会員事業者︓２，０００万円 
・協 同 組 合︓４，０００万円（⼀事業者あたり 2,000 万円） 
※再融資の際、融資限度額から既往の融資残⾼を控除した額の範囲内での

推薦となります。 

③利⼦補給率︓０．５％ 

④償還期間︓１０年以内（⾞両は５年以内とする） 

⑤必要な添付書類︓⾒積書原本等（施設の場合は、別途平⾯図・⾒取図等）

①融資対象事業 
ポスト新⻑期規制⾞導⼊に要する資⾦（代替えを伴う必要はありません） 

②融資推薦限度額 
・会員事業者︓４，０００万円 
・協 同 組 合︓４，０００万円（⼀事業者あたり 2,000 万円） 
※再融資の際、融資限度額から既往の融資残⾼を控除した額の範囲内での 

推薦となります。ただし、ＮＯｘ融資(受付終了)の残⾼を引継ぎます。 

③利⼦補給率︓０．５％ 

④償還期間︓５年以内 

⑤必要な添付書類︓⾒積書原本等 
 
 

９．その他︓制度利⽤にあたり様々な注意点がありますので、必ず申込み前に協会までご相談下さい。 
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適性診断（初任･適齢）及び安全運転研修について 
 
令和６年度に実施する適性診断（初任・適齢）及び安全運転研修（講習）は下記のとおりです。 
お申込については直接各実施機関へ行って下さい。 
講習の受講料は無料（協会が全額助成）となりますが、各講習会の受講者数に制限がありますのでご注意下さい。 

【 適性診断（初任・適齢） 】 ＊開催予定表A  
  ①開催場所・講習実施機関︓新西海自動車学校東長崎事務所（長崎県トラック協会研修会館） 

②診断日︓毎月（２月,３月を除く）※開催予定表A参照 
  ③備考︓特定の運転者（新たに運転者として選任した者、６５才以上の運転者）が対象となる適性診断 

【 初任運転者向け 】 
・初任運転者特別指導講習会 ＊開催予定表B 

  ①開催場所・講習実施機関︓新西海自動車学校東長崎事務所（長崎県トラック協会研修会館） 
②講習日程︓2日間（年10回開催予定） 

  ③備考︓指導監督指針内容（12項目15時間）による座学（一部実車を用いた内容含む）での講習 

・安全運転研修（初任運転者コース） ＊開催予定表D 
  ①開催場所・講習実施機関︓おんが自動車学校（福岡県）  

②講習日程︓2日間（年５回開催予定） 
  ③備考︓指導監督指針内容（12項目15時間）及び安全確保に資する内容を含む実技を中心とした講習 

【 一般運転者向け 】＊開催予定表D 
・安全運転研修（一般運転者コース） 

  ①開催場所・講習実施機関︓おんが自動車学校（福岡県）  
②講習日程︓2日間（年５回開催予定） 

  ③備考︓指導監督指針内容（12項目）及びより安全確保に資する内容を含む実技を中心とした講習 

【 高齢運転者向け 】＊開催予定表C 
・高齢運転者安全運転研修 

  ①開催場所・講習実施機関︓新西海自動車学校（西海市）  
②講習日程︓１日間（年１回開催予定） 

  ③備考︓高齢運転者における安全運転意識向上及び運転技術の改善を図るための講習   
※おんが自動車学校で開催する研修では、一部内容が初任運転者、一般運転者の同時受講となります。 
 
開催予定表                     

※行事等により日程が変更となる場合があります。 ※全ト協指定コースについての詳細は協会へお問合せ下さい。  
お問合せ先 

長崎県トラック協会（担当︓佐藤・川浪）︓ＴＥＬ 095－838－2281／ＦＡＸ 095－839－8508 
新西海自動車学校 （担当︓横坂・植田）︓ＴＥＬ 0959－27－0136／ＦＡＸ 0959－27－1778 
おんが自動車学校 （担当︓江頭・山口）︓ＴＥＬ 093－293－2359／ＦＡＸ 093－293－2427 

 診断・講習種類 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月

A 適性診断（初任･適齢） 23・24 22 25・26 10 20・21 18 1・2 20 9・10 15 

B 
(新西海)初任運転者 
特別指導講習会 

25～26 23～24 27～28 11～12 22～23 19～20 3～4 21～22 11～12 16～17

C 高齢運転者安全運転研修      11     

D 
(おんが) 一般･初任運転者

貨物運転者研修 
 25～26  6～7  14～15 19～20   25～26

全

ト

協

指

定 

一般・初任運転者 13～15  22～24     16～18  18～20

添乗・指導管理者  18～20  20～22       

一般・事故再発防止       26～28    
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長崎県トラック協会受託事業 

令和 6 年度　高齢運転者安全運転研修タイムスケジュール
新西海自動車学校

時　間 項　目 内　容 備　考

1

9 ：30
～
10：20
（50）

安全運転基礎知識

・高齢運転者による交通事故の特徴
・加齢に伴う「認知・判断・操作」の能力低下に
よる交通事故
・健康管理の重要性（脳疾患・心臓疾患）
・その他の労働災害の防止

座学

2

10：30
～
11：20
（50）

安全性テスト
視力等検査

・OD式安全性テスト及び結果の解説
・視力検査（静止視力・動体視力・夜間視力）
・視野検査
・視野障害が起因する交通事故

座学・検査

3

11：30
～
12：20
（50）

運転技能診断及び
指導

・危険回避走行
・Ｓ字コースの前進・後退走行
・クランクコースの前進・後退走行
・直列パイロンスラローム前進・後退走行

実技（50） 昼休み

4

13：10
～
14：00
（50）

法令走行診断及び
指導

・仮運転免許技能試験の実施要領に基づく方法に
よる安全運転診断
・１名約10分間の走行
・安全運転の個別アドバイス

5

14：10
～
15：00
（50）

安全運転意識

・認知機能検査の体験及び結果説明
・ブレーキペダル踏力計測装置による踏力診断
・先進安全自動車（ASV）の基礎知識
・プロドライバーに求められる運転マナー

座学

※「運転技能診断」及び「法令走行診断」は、中型、準中型、普通車の中から受講者が希望するもので実施します。
※このタイムスケジュールは、受講者10名以下の場合です。
※受講者が10名を超える場合は、「運転技能診断」と「法令走行診断」を ２グループに分かれて同時進行で行います。
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申 込 書
（適性診断・初任運転者特別指導講習）

申込日 令和 年 月 日

事業所名
（ フ リ ガ ナ ）

（営業所名）

〒 －

事業所住所

申込責任者名

連絡先（ ） （ ）
※受付完了後に「受付済」の印を押して返信 をしますので必ずご記入下さい。

 
 フ リ ガ ナ

適 性 診 断

診断種類に☑

受診日を記入

初 任 講 習

受講日を記入

☆適性診断受診日時

自動車学校記入欄
受 講 者 氏 名

生 年 月 日 年齢

１

□初任 □適齢

（ 月 日 ）

□受診しない

□受講する

月 日～ 月 日

□受講しない

月 日

時 分開始

昭和・平成 年 月 日 歳

２

□初任 □適齢

（ 月 日 ）

□受診しない

□受講する

月 日～ 月 日

□受講しない

月 日

時 分開始

昭和・平成 年 月 日 歳

３

□初任 □適齢

（ 月 日 ）

□受診しない

□受講する

月 日～ 月 日

□受講しない

月 日

時 分開始

昭和・平成 年 月 日 歳

【実施場所】 長崎県トラック協会研修会館 （新西海自動車学校東長崎事務所）

所在地：長崎市松原町２６５１－３

【適性診断お申し込みの方】
※「受診日時」は原則として申込順に自動車学校が決定し通知いたします。
※開始時間 分前にはお越しください。尚、時間に遅れた場合は受診できません。（受診時間は約 時間）
○持 参 品 ①運転免許証 ②受診料金 事業所負担 円 （残りは県トラック協会の助成となります）

【初任講習お申し込みの方】

○受付時間 ８：３０～ ９：００
○講習時間 ９：００～１７：３０
○持 参 品 筆記用具、ヘルメット及び手袋 （ 日目のみ必要）
○そ の 他 ・昼食（弁当）を希望される方は当日に受付いたします。

・申込期限は、開催日２日前 （ただし、定員になり次第締め切りとなります）

☆ウイルス感染対策については各人でマスク着用等行って下さい。

 
 

 
送信先 ０９５９ ２７ １７７８

※ 

（ 受 付 済 印 ）

新 西 海自動車学校
申 込 先

※実施場所ではありませんのでお間違いのないようお願いします

西海市西彼町上岳郷１２３８－３

０９５９ ２７ ０１３６

 

ＦＡＸ



高齢運転者安全運転研修申込書

令和 年 月 日

事業所名

〒 －

事業所住所

申込責任者名

予約確認書を しますので必ずご記入下さい。

（ ） （ ）

フ リ ガ ナ
日頃乗務している

車両の種類

（該当するすべてに〇印）

適齢診断の受診希望

研修当日、適齢診断の受診を希望するか☑
※受診時間は約 時間

☆後日、自動車学校

で適性診断の受診を

希望する場合は☑

受 講 者 氏 名

生 年 月 日 年齢

１
大型・中型・準中型

・普通・その他

□ 研修当日の受診希望

□ ： ～ □ ： ～

□ 希望しない

□ 希望する

（自動車学校記入欄 ）

月 日

時 分開始昭和 年 月 日 歳

２
大型・中型・準中型

・普通・その他

□ 研修当日の受診希望

□ ： ～ □ ： ～

□ 希望しない

□ 希望する

（自動車学校記入欄 ）

月 日

時 分開始昭和 年 月 日 歳

３
大型・中型・準中型

・普通・その他

□ 研修当日の受診希望

□ ： ～ □ ： ～

□ 希望しない

□ 希望する

（自動車学校記入欄 ）

月 日

時 分開始昭和 年 月 日 歳

【実施場所】 新西海自動車学校

【研修時間等】

○ 受付時間 ９：００～ ９：３０

〇 研修時間 ９：３０～１５：００

○ 実施場所 新西海自動車学校

○ そ の 他 昼食（弁当）を希望される方は当日に受け付けます

・ 研修当日に適性診断の受診を希望される場合、人数が限られていますので先着順といたします。
後日の受診日については、別途日程の打ち合せをいたします。 （適性診断の受診料は、一部事業所負担）

・「運転者に対して行う指導及び監督の指針」による適性診断の結果を踏まえて行う指導は含まれていません。

・ ウイルス感染対策については各人でマスク着用等行って下さい。

 新西海自動車学校 西海市西彼町上岳郷１２３８－３

ＴＥＬ ０９５９－２７－０１３６ ＦＡＸ ０９５９－２７－１７７８

受付済印



貨物自動車ドライバー等安全運転研修 申込書 

【ドライビングアカデミーＯＮＧＡ（おんが自動車学校）用】 
 
公益社団法人 長崎県トラック協会長 殿 

会社住所 〒   - 

会社名称  

営業所名  

代表者名  

担当者名  担当者携帯  

連 絡 先 TEL FAX 

 弊社（店）従業員に対する安全運転研修を下記のとおり計画いたしましたので、申込書を提出致します。 
  

１．希望コース（希望するコースを１つ選び、選択欄に ○ 印を付けてください。研修日程は同じです。） 

№ 研 修 内 容 選択欄(〇印) 

1 一般運転者研修   2 日（13 時間）  
2 初任運転者研修   2 日（15 時間）  

  
２．受講者及び研修コース 

  ①希望研修コースは、上記１の 研修№ を記入してください。 
  ②受講者の日当交通費等については、助成の対象とはなっておりません。 

フ   リ   ガ   ナ 性

別 
年齢 生年月日 

採  用 
年月日 

希望研修コース 初任診断(希望者) 
別途診断料が必要です 受 講 者 氏 名 研修№ 講習日 

 男

女 

  

歳 

     年

 月  日

年

月  日
  

希望する・しない 

指導要領：要・不要 

 男

女 

  

歳 

     年

 月  日

年

月  日
  

希望する・しない 

指導要領：要・不要 

 
※交通費助成申請  該当地区に、☑印をつけてください。 

         □ 離島地区外：５千円   □ 離島地区（五島、上五島、壱岐、対馬）：１万円 

【 注 意 】 

 ※ 研修１回あたり１事業者２名まで 

※ 受講料（55,440 円）に係る助成金は協会から研修機関へ、交通費助成は会員へ交付します。 

※ 研修受講後は、速やかに実績報告書を提出して下さい。 

 ※ お申し込みは、当申込書を講習日の 10 日前までに、下記の研修施設へＦＡＸで提出してください。 

・ドライビングアカデミーＯＮＧＡ（おんが自動車学校）ＦＡＸ ０９３－２９３－２４２７ 

 ※ 研修のご案内は、研修日の 1週間前（前週の金曜日）にＦＡＸにてお送りいたします。 

 ※初任診断で指導要領（管理者用）がご必要な場合は別途、発行料金（２００円）をいただきます。 

                                                                                               
○事務処理欄（記入しないでください。）                    受付印 
 



【食料品部会】

　食料品部会では、 ５ 月17日㈮17時30分より、諫早市永昌東町「L ＆ L ホテルセンリュウ」において、

会員42名に対し42名（内委任状24名）が出席し、令和 ６ 年度通常総会を開催しました。

　総会は、事務局の開会と定足数の報告で始まり、議長に松尾部会長を選出し、上程された次の議案、

1 ．令和 ５ 年度事業報告・収支決算について

2 ．令和 ６ 年度事業計画・収支予算について

について審議され、いずれも原案どおり承認され、総会行事の全てを終了しました。

　総会終了後には、九州運輸局長崎運輸支局 首席運輸企画専門官 三善 格介 様より「トラック運送

事業者における法令遵守等について」をテーマにご講演いただきました。

���������������������������������������������

【青年部新成会】

　青年部新成会では、 ５ 月24日㈮17時より、長崎市銅座町「銅座 呑」において、会員32名に対し28

名（内委任状13名）が出席し、令和 ６ 年度通常総会を開催しました。

　総会は、事務局の開会と定足数の報告で始まり、議長に古川会長を選出し、上程された次の議案、

1 ．令和 ５ 年度事業報告・令和 ５ 年度収支決算報告について

2 ．令和 ６ 年度事業計画（案）・収支予算（案）について

3 ．旅費補助規程改正について

について審議され、いずれも原案どおり承認され、総会行事の全てを終了しました。

���������������������������������������������

部会だより

各部会 総会の開催状況について
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【引越専門部会】

　引越専門部会では、 ６ 月 7 日㈮17時より、長崎市新地町「長崎バスターミナルホテル」において、

会員39名に対し、38名（内委任状21名）が出席し、令和 ６ 年度定期総会を開催しました。

　総会は、事務局の開会と定足数の報告で始まり、議長に塩塚部会長を選出し、上程された次の議案、

1 ．令和 ５ 年度事業報告及び収支決算報告について

2 ．令和 ６ 年度事業計画（案）及び収支予算（案）について

3 ．その他（九州全県引越部会研修会について）

について審議され、いずれも原案どおり承認されました。

���������������������������������������������

【女性部会】

　女性部会では、 ６ 月20日㈭11時より、諫早市宇都町「ホテルグランドパレス諫早」において、会員

2６名に対し、2５名（内委任状12名）が出席し、令和 ６ 年度定期総会を開催しました。

　総会は、事務局の開会と定足数の報告で始まり、議長に井石会長を選出し、上程された次の議案、

1 ．令和 ５ 年度事業報告・収支決算報告について

2 ．令和 ６ 年度事業計画・収支予算について

について審議され、いずれも原案どおり承認されました。

3 ．役員改選について

　任期満了に伴う役員改選は、新理事 7 名（再任 7 名）、新監事 2 名（再任 2 名）が満場一致で承認

されました。

　その後行われた新理事による互選により、

　会　長　　井石　八千代（再任）　㈱井石

　副会長　　菅　　博子　（再任）　㈱深町組

　副会長　　金子　幸枝　（再任）　㈱丸鷹

　副会長　　平岡　ゆかり（再任）　㈲長崎水産運輸

が就任され、総会行事の全てを終了しました。

　総会に続いて研修会が行われ、女性部会理事で未来運送 代表の迎 多美子様より、終活アドバイザー

の立場から「終活の社会性」をテーマにご講演いただきました。
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　未来は変えられる。そんなことは未来になってみな
ければ分からない、そう思う人も多いと思います。私
もそう思うのですが、二十代に遡り、今の自分を見た
ならば、未来は確実に変わったと思うのです。
　20歳でトラックドライバーとなった私にとって、当
時の目標は誰よりも売上げを上げること。定期便に加
え、特車便を走るのは当り前、時には昼・夜・昼と寝
不足が日常化して、何度高速道路の路肩の白線を越え
てしまったことか、パトカーに警告を受けることも一
度や二度ではありません。それでも自分の運転には絶
対の自信を持っていました。
　ある時、運転席でうとうとしていたその時に工場の
課長さんにトラックを前に出してと言われ、ボーッと
したまま動き出した次の瞬間、ガリガリという音、積
み込み途中で幌を開けた状態だったのです。
　先輩からは「あんまり無理するなよ」との言葉に、
分かった様な顔をしながらも、俺は大丈夫と高を括り、
安全は実力で守れると傲慢極ま
りない状態でした。それもその
はず、度々の危機一髪も間一髪
で難を逃れることで根拠の無い
自信となっていたのです。
　そんな私が厳しい現実に晒さ
れるのが数年後、その頃の私は
更に自惚れの極致にありました。
仕事は少しセーブし、遅咲きな
がらプロボクシングのライセン
スを取り、長距離トラックとプ
ロボクサーの二足のわらじです。
減量の為に夏場にカッパを着て、
ヒーターを掛けてトラックを運
転することも。そんな私のデ
ビュー戦は、世界タイトルマッ
チの前座で見事に TKO 勝ちした
のです。有頂天になっていまし
たが地獄は間もなく訪れました。
　岡山県内で帰り荷を積んで出発して間もなくでした。
急ぐこともなく原付バイクに追従していました。ミ
ラーでうしろを見ると後続車も随分長くなっています。
道幅が広くなった所で、ここなら十分に抜けると原付
から大きく離れて抜きかけたその時です。それまで道
路左側を走って行くものだとばかり思っていた原付が、
何のためらいも無いかの様に道路中央に寄ってきたの
です。
　瞬間、間に合わないと思うより先に全力でブレーキ
を踏んでいました。原付はトラックに追突されたこと
で前輪が浮いた様に見えたのも一瞬、その姿は直ぐに
見えなくなりました。
　トラックが停止したのはその十数ｍ先でした。ブ
レーキを踏んでいた右足の膝はシートベルトを締めて
いたものの強打していましたが、そんなことに構って

いる場合ではありません。助かっていてくれと祈り、
ドアを開け、飛び降りようと下を見たそこに居たので
す。
　頭を右前輪に向けて仰向けになっていた女性に「大
丈夫ですか」との声掛けに「頭が痛い」との小さな声
を聞いたとき生きている、助かったと思いました。現
場は少し下り坂で、原付を避けようとハンドルを切っ
たものの、道路左はコンクリートでできた縁石、停止
したトラックの左前輪とは何 cm も残っていませんで
した。
　また、その時に積んでいたのが、トリクロールエチ
レンの入ったドラム缶10ｔなのですが、全て寝かせて
積んだ最後部だけ二段積みにしていた為、トラックが
完全停止する前に轟音を立てながら、一段目のドラム
缶の上を転がり荷台の最前部にドンドンとぶつかって
きました。万一にもドラム缶に穴が空いてしまってい
たらと思うとぞっとします。

　奇跡的に死亡事故にならずに
済んだのですが、何度も何度も
あれは夢じゃ無かったのかと思
うのですが、直ぐに現実に引き
戻され、何もかもが狂ってしまっ
た、全てが 0 からやり直しだ、そ
んな26歳の 7 月でした。
　自分の自信は、粉々に先のこ
となど何も考えられる状態では
ありません。それから数年は、目
の前の仕事に集中しようと自分
に言い聞かせて前を向く以外に
ありませんでした。一年、また
一年と無事故の記録を続け、会
社から10年無事故賞を貰っても
ヒヤリハットの度に最悪の事が
頭をよぎるのでした。そこから
更に10年、SD カードも20年を越

えた頃には、後輩を教える立場となり、更に安全意識
が高まったと思います。目の前の人に語る一言、一言
が自分への戒めとなりました。
　私の小学生の時の同級生に二十歳前、免許取り立て
の頃の交通事故で首の骨を折り半身不随となってし
まった人が居ます。たった21人の同級生ですが、還暦
を迎えることができたのが15名、その中の一人として
彼も入っているのです。もう45年も寝たきりです。彼
のことは田舎の同級生も口にする事が無く、その事を
知ったのは厄年の頃。とても会いにも行けません。
　そんな同級生の事も、新人ドライバーに交通安全を
教えるときに、伝えることが私の使命と感じています。
自身の数々の失敗も今では安全を語る私の大きな財産
となっています。この財産で、一人でも多くの人の未
来を明るいものに出来たなら一番の喜びです。

（全国トラック交通共済協同組合連合会　令和 ５年度事故防止対策体験記優秀賞入選作品）

ドライバー体験記

未来は自らが 
開いてゆく
（中部）㈱サンワ

齊藤　輝昭
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「全国安全週間」を契機とした労働災害防止の取組について

　標記の件について、長崎労働局より陸災防長崎県支部に周知依頼がありましたのでお知らせいたし
ます。 

令和 ６ 年 ６ 月11日

関係団体の長　殿

長崎労働局

「全国安全週間」を契機とした労働災害防止の取り組みについて

　平素より、労働基準行政の推進につきまして、格別のご理解とご協力を賜っておりますことに感謝
申し上げます。
　さて、本年も企業をはじめ関係各界での安全意識の高揚と安全活動の定着を図るため、 ６ 月を準備
期間、 7 月 1 日から 7 日までを本週間として「全国安全週間」が実施されます。
　長崎県内における令和 ５ 年の労働災害発生状況は、新型コロナウイルス感染症り患による者を除き、
死亡者数が10人と令和 4 年より 7 人増加し、令和 ６ 年については ５ 月末時点において前年同期を 3 人
上回る ６ 人が死亡し憂慮すべき状況にあります。
　つきましては、重篤な労働災害を減らし労働者一人ひとりが安全に働くことができる職場づくりの
ため、全国安全週間を契機とした労働災害防止への取り組みについて、貴団体の傘下関係事業場に周
知いただきますようご協力をお願いいたします。

　長崎労働局　労働基準部　健康安全課
　　課長　中里　　晋
　　地方労働衛生専門官　堀尾　英輝
　　【電話】095-801-0032（直通）

陸災防だより陸災防だより
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第97回

全国安全週間
令和６年 ７月１日～７日 ６月１日～30日

準備期間

全国安全週間は、昭和３年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という
基本理念の下、「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、広く一
般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図ること」を目的に、一度も中断す
ることなく続けられ、本年で９７回目を迎えます。

危険に気付くあなたの目

そして摘み取る危険の芽 みんなで築く職場の安全

ス
ロ
ー
ガ
ン

Safety is not Urgent, Do Not Rush, Do Not Neglect

安全で安心な職場づくりを目指し、それぞれの事業場では、労使が協調して、
様々な取組の積み重ねにより、労働災害が長期的に減少していることはご存じのと
おりです。
しかしながら、昨年の長崎県内における労働災害は、死亡災害は１０人（コロナ

関連の災害を除く）と一昨年と比較し７人増加した一方、休業４日以上の死傷者数
は１,５９０人（コロナ関連の災害を除く）と一昨年と比較し４８人減少したもの
の、労働災害の発生件数は高止まりの状況にあります。
これ以上、労働災害を起こさない、起こさせないためにも「安全第一」の信念並

びに「全国安全週間のスローガン」のもと、全社的な安全管理を進め、安全で安心
な職場づくりを達成していただきますようお願いします。

主 唱 厚生労働省 長崎労働局・各労働基準監督署

Safety is not Urgent, Do Not Rush, Do Not Neglect
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●継続的に実施する事項

①

安
全
衛
生
活
動
の
推
進

ア 安全衛生管理体制の確立
（ア）年間を通じた安全衛生計画の策定、安全衛生規程及び安全作業マニュアルの整備
（イ）経営トップによる統括管理、安全管理者等の選任
（ウ）安全衛生委員会の設置及び労働者の参画を通じた活動の活性化
（エ）労働安全衛生マネジメントシステムの導入等によるＰＤＣＡサイクルの確立
イ 安全衛生教育計画の樹立と効果的な安全衛生教育の実施等
（ア）経営トップから第一線の現場労働者までの階層別の安全衛生教育の実施、特に、雇入れ時教

育の徹底及び未熟練労働者に対する教育の実施
（イ）就業制限業務、作業主任者を選任すべき業務での有資格者の充足
（ウ）災害事例、安全作業マニュアルを活用した教育内容の充実
（エ）労働者の安全作業マニュアルの遵守状況の確認
ウ 自主的な安全衛生活動の促進
（ア）発生した労働災害の分析及び再発防止対策の徹底
（イ）職場巡視、４Ｓ活動（整理、整頓、清掃、清潔）、ＫＹ（危険予知）活動、ヒヤリ・ハット事

例の共有等の日常的な安全活動の充実・活性化
エ リスクアセスメントの実施
（ア）リスクアセスメントによる機械設備等の安全化、作業方法の改善
（イ）ＳＤＳ（安全データシート）等により把握した危険有害性情報に基づく化学物質のリスクアセス

メント及びその結果に基づく措置の推進
オ その他の取組
（ア）安全に係る知識や労働災害防止のノウハウの着実な継承
（イ）外部の専門機関、労働安全コンサルタントを活用した安全衛生水準の向上
（ウ）「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」に基づく、安全衛生に配慮したテ

レワークの実施
ア 小売業、社会福祉施設、飲食店等の第三次産業における労働災害防止対策
（ア）全社的な労働災害の発生状況の把握、分析
（イ）経営トップが先頭に立って行う安全衛生方針の作成、周知
（ウ）職場巡視、４Ｓ活動（整理、整頓、清掃、清潔）、ＫＹ（危険予知）活動、ヒヤリ・ハット事

例の共有等の日常的な安全活動の充実・活性化
（エ）安全衛生担当者の配置、安全衛生教育の実施、安全意識の啓発
（オ）パート・アルバイトの労働者への安全衛生教育の徹底
イ 陸上貨物運送事業における労働災害防止対策
（ア）荷台等からの墜落・転落防止対策、保護帽の着用
（イ）荷主等の管理施設におけるプラットフォームの整備、床の凹凸の解消、照度の確保、混雑の緩和

等、荷役作業の安全ガイドラインに基づく措置の推進
（ウ）積み卸しに配慮した積付け等による荷崩れ防止対策の実施
（エ）歩行者立入禁止エリアの設定等によるフォークリフト使用時の労働災害防止対策の実施
（オ）トラックの逸走防止措置の実施
（カ）トラック後退時の後方確認、立入制限の実施
ウ 建設業における労働災害防止対策
（ア）一般的事項

「木造家屋等低層住宅建築工事墜落防止標準マニュアル」に基づく足場、屋根・屋上等の端・開
口部、はしご・脚立等からの墜落・転落防止対策の実施、フルハーネス型墜落制止用器具の適切
な使用
足場の点検の確実な実施、本足場の原則使用、改正「手すり先行工法等に関するガイドライン」
に基づく手すり先行工法の積極的な採用
職長、安全衛生責任者等に対する安全衛生教育の実施
元方事業者による統括安全衛生管理、関係請負人に対する指導の実施
建設工事の請負契約における適切な安全衛生経費の確保
輻輳工事における適正な施工計画、作業計画の作成及びこれらに基づく工事の安全な実施
一定の工事エリア内で複数の工事が近接・密集して実施される場合、発注者及び近接工事の元
方事業者による工事エリア別協議組織の設置

（イ）改正「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン」に基づく対策の
実施

（ウ）自然災害からの復旧・復興工事における労働災害防止対策の実施

②

業
種
の
特
性
に
応
じ
た
労
働
災
害
防
止
対
策
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エ 製造業における労働災害防止対策
（ア）機械の危険部分への覆いの設置等によるはさまれ・巻き込まれ等防止対策の実施
（イ）機能安全を活用した機械設備安全対策の推進
（ウ）作業停止権限等の十分な権限を安全担当者に付与する等の安全管理の実施
（エ）高経年施設・設備の計画的な更新、優先順位を付けた点検・補修等の実施
（オ）製造業安全対策官民協議会で開発された、多くの事業場で適応できる「リスクアセスメントの共通化

手法」の活用等による、自主的なリスクアセスメントの実施
オ 林業の労働災害防止対策
（ア）チェーンソーを用いた伐木及び造材作業における保護具、保護衣等の着用並びに適切な作業方法

の実施
（イ）木材伐出機械等を使用する作業における安全の確保

ア 労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策
（ア）作業通路における段差等の解消、通路等の凍結防止措置の推進
（イ）照度の確保、手すりや滑り止めの設置
（ウ）「転倒等リスク評価セルフチェック票」を活用した転倒リスクの可視化
（エ）通勤プログラムの導入及び労働者のスポーツの習慣化の推進
（オ）中高年齢女性を対象とした骨粗しょう症健診の受診勧奨
（カ）「職場における腰痛予防対策指針」に基づく措置の実施
イ 高年齢労働者、外国人労働者等に対する労働災害防止対策
（ア）「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン（エイジフレンドリーガイドライン）」に基づく措

置の実施
（イ）母国語教材や視聴覚教材の活用等、外国人労働者に理解できる方法による安全衛生教育の実施
（ウ）派遣労働者、関係請負人を含めた安全管理の徹底や安全活動の活性化
ウ 交通労働災害防止対策
（ア）適正な労働時間管理、走行計画の作成等の走行管理の実施
（イ）飲酒による運転への影響や睡眠時間の確保等に関する安全衛生教育の実施
（ウ）災害事例、交通安全情報マップ等を活用した交通安全意識の啓発
（エ）飲酒、疲労、疾病、睡眠、体調不良の有無等を確認する乗務開始前の点呼の実施
エ 熱中症予防対策（ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーン）
（ア）暑さ指数（ ）の把握とその値に応じた熱中症予防対策の実施
（イ）作業を管理する者及び労働者に対する教育の実施
（ウ）熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有する者に対して医師等の意見を踏まえた配慮
オ 業務請負等他者に作業を行わせる場合の対策
（ア）安全衛生経費の確保等、請負人等が安全で衛生的な作業を遂行するための配慮
（イ）その他請負人等が上記①～③エに掲げる事項を円滑に実施するための配慮

③

業
種
横
断
的
な
労
働
災
害
防
止
対
策

②

① 安全大会等での経営トップによる安全への所信表明を通じた関係者の意思の統一及び安全意識の高揚

② 安全パトロールによる職場の総点検の実施

③ 安全旗の掲揚、標語の掲示、講習会等の開催、安全関係資料の配布等の他、ホームページ等を通じた
自社の安全活動等の社会への発信

④ 労働者の家族への職場の安全に関する文書の送付、職場見学等の実施による家族への協力の呼びかけ

⑤ 緊急時の措置に係る必要な訓練の実施

⑥ 「安全の日」の設定の他、準備期間及び全国安全週間にふさわしい行事の実施

●全国安全週間及び準備期間中に実施する事項
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≪陸災防長崎県支部より助成金のご案内≫ 

テールゲートリフター特別教育受講費用の助成について 

 

令和５年３月２８日に、改正労働安全衛生規則が公布され、令和６月２月１日より、テー

ルゲートリフターを使用した荷を積み卸す作業は、特別教育を受講した作業者でなければ

行うことが出来ません。 

このような事情を鑑み、テールゲートリフター特別教育の受講費用の一部を助成します。 

 

申請期間 令和６年７月１日（月）～令和７年２月２１日（金）まで 

助成対象 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会長崎県支部に加入している会員事業場

の従業員等が、令和６年４月１日（月）以降、テールゲートリフター特別教

育を受講し、かつ受講証明書を取得した場合。 

ただし、県内の会員事業場に在籍する従業員等が、学科と実技を併せて受講

した場合に限ります。 

※インストラクター講座は対象外です。 

助成金額 １名につき５，０００円（１社あたり３名を上限） 

申 請 先  
陸上貨物運送事業労働災害防止協会長崎県支部 

 〒851-0131 長崎市松原町２６５１－３ 

申請書類 

① テールゲートリフター特別教育助成金交付申請書（助成金交付請求書）

② 会社名での受講にかかる領収書（写し） 

③ 受講修了証（写し） 

そ の 他  

長崎県トラック協会ＨＰにて、申請様式がダウンロード可能です。 

申請書類の作成要領等ご不明な点などがありましたら、お問い合わせくださ

い。 

 

 【お問い合わせ先】 陸上貨物運送事業労働災害防止協会長崎県支部 

           TEL／FAX：０９５－８１３－８５００ 
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令和   年   ⽉   ⽇ 

テールゲートリフター特別教育助成⾦交付申請書 
（助成⾦交付請求書） 

陸上貨物運送事業労働災害防⽌協会 ⻑崎県⽀部 殿 

 テールゲートリフター特別教育を受講しましたので、テールゲートリフター特別教育助成⾦交付要綱第４
条に基づき、助成⾦の交付について以下のとおり請求します。 

助成⾦請求額︓             円（     名分） 

 

会社名称  

代表者の 
役職・⽒名  

会社住所 
〒   －     ＴＥＬ︓ 

ＦＡＸ︓ 

助成⾦振込先  
 

銀⾏名︓             ⽀店 （ 普通 ・ 当座 ） ⼝座番号︓                       

フリガナ 
⼝座名義︓                                                                                         

受講者名簿 

①  ③ 

②   

＊必要添付書類︓会社名での領収書の写し、受講修了証の写し
 

（以下、陸災防⻑崎県⽀部受付印がある場合のみ有効） 

受付印 

申請者 殿 

本助成⾦について、以下のとおり確定しましたので通知致します。 
 
交付予定⽇︓令和   年   ⽉   ⽇ ※助成額︓   ，０００円 ） 

令和  年  ⽉  ⽇ 

陸上貨物運送事業労働災害防⽌協会 ⻑崎県⽀部 

決

裁 

事務局⻑ 事 務 局 担当 

 

印

 



9月12日（木）13:30-16:00 令和6年 

参加費 
無料 

安全衛生推進者のための 

会場名：「長崎県トラック協会研修会館」長崎市松原町2651-3  

セミナーの内容 

ふりがな  

参加者氏名      

事 業 場 名    
                 

所 在 地  
〒    － 

電話・担当者氏名 TEL（    ）    －     ご担当者 

参 加 申 込 書    （送信先FAX：095-839-8508）  

お問合せ先：陸災防長崎県支部 TEL 095-813-8500 

 労働者10人以上50人未満の事業場においては、労働安全衛生関係法令に基づき安全衛生推
進者を選任しなければなりません。 
・名ばかりの安全衛生推進者になっていませんか？ 
・適切な安全衛生管理は行われていますか？ 
 このセミナーでは、現在、陸運業において安全衛生推進者に選任されている方だけでなく、
安全衛生管理を担う方や今後担当予定の方を対象に、安全衛生管理に関する知識、手法を説
明します。是非この機会に、安全衛生推進者等のレベルアップを図り、職場の安全衛生水準
の向上を目指しましょう。 

・ 定   員： 50名 
・ 申込締切： 8月29日(木) ただし、定員に達し次第締め切ります。 
                ※受講票等は送付しません。 
・ 受講証明：セミナー受講者には、受講証明書を交付します。 
（本セミナーは、安全衛生推進者養成講習や安全衛生推進者能力向上教育（初任時）ではありませんので、
ご注意ください。） 
 

（切り取らずにそのままご送信ください。） 

１  陸運業における労働災害発生状況 
２  安全衛生推進者の職務 
３  モデル安全衛生管理規程 
４  災害事例に学ぶ安全衛生推進者の職務の実践 
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最大50万円（一部自己負担金あり）のレッカー搬送費用を負担いたします。
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長崎ちゃんぽん……………759円（税込）
かつ丼………………………792円（税込）
中華飯………………………770円（税込）
トンカツ定食………………979円（税込）
エビフライ定食 ………1，012円（税込）
カツカレー…………………913円（税込）

各種定食・丼物・中華など豊富に
取り揃えております

7時～20時30分までご利用できます
（オーダーストップ 20時）
※土・日曜日のみ14時30分（オーダーストップ 14時）

6，400円（税込）
4，800円（税込）「朝食付」

3，600円（税込）

〒854‐0063諫早トラックステーション
長崎県諫早市貝津町1051‐12

TEL0957‐26‐8228 FAX0957‐26‐8236

大人 480円（税込）「小学生以下無料」
12時～22時まで（冬季10月～4月）
9時～22時まで（夏季5月～9月）

12時～22時まで

（トレーラ含）

／【Ｌ：】Ｓｅｒｖｅｒ／トラック広報　トラックステーションご案内／00 2022.09.26 14.47.18 Page 3

8 ， 0 0 0
6 ， 0 0 0

4 ， 5 0 0

5 2 0

8 0 0
8 5 0
7 9 0

1 ，1 0 0
1 ，2 6 0
9 5 0



分類 〇印欄 № 時　間 メディア 貸出可能数

1 21分 DVD 3

2 18分 DVD 3

3 21分 DVD 3

4 　初任運転者のためのトラックの安全運行 第4巻 ～危険予測運転の基本～ 21分 DVD 3

5 26分 DVD 1

6 18分 DVD 2

7 38分 DVD 2

8 22分 DVD 2

9 22分 DVD 2

10 30分 DVD 1

11 54分 DVD 1

12 　ドラレコ映像で学ぶ！事故の原因と対策 52分 DVD 1

13 25分 DVD 1

14 26分 DVD 1

15 29分 DVD 1

16 18分 DVD 1

17 21分 DVD 1

18 DVD 1

19 20分 DVD 1

20 DVD 1

21 22分 DVD 1

22 20分 DVD 1

23 DVD 6

24 27分 DVD 2

25 15分 DVD 1

26 DVD 1

27 DVD 1

28 　 一人でできる日常点検 17分 DVD 1

29 　 やっていますか安全点呼 18分 DVD 1

30    確実な点呼の実施方法 確認内容および留意点について 30分 DVD 2

31  ★ストップ！車輪脱落事故 ～タイヤ交換作業の手順と方法～ DVD 2

32 DVD 1

33  　睡眠時無呼吸症候群の早期発見、早期治療 24分 DVD 1

34  　熱中症はこわくない！ 30分 DVD 1

35  　受けよう、活かそう！ストレスチェック 15分 DVD 1

36 DVD 6

37 DVD 1

38 DVD 1

39   交通事故０を目指して　～第４３回全国トラックドライバーコンテスト～ DVD 1

40 　全国トラックドライバー・コンテストマニュアル　～運転技能・整備点検編～　 20分 DVD 6

41 DVD 1

42 DVD 1

43 DVD 1

※貸出確認

　　　　　本

※返却確認

　　　　　本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  　（※の欄は記入しないでください）

事業者名

※受付

担当者名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL:　　 　　　－　　　　　－　　　　　

※返却日

　　　　　　　／

貸出期間 　　　　　　年　　　　月　　　　日　 ～　　　　　　年　　　　月　　　　日　（ 最大2週間 ）

　運行管理者の責務と職務　～安全輸送は私が守る～

健
康
管
理

　事業用運転者における睡眠時無呼吸症候群（SAS)スクリーニングの重要性

そ
の
他

　引越の達人になろう

　上手な引越のコツ教えます

　交通事故０を目指して　～第４２回全国トラックドライバーコンテスト～

　もしもトラックがとまったら

　走れ！風になって未来へ～そして若者はトラックドライバーになった～

　未来への道　　～トラックドライバーからのメッセージ～

　高齢者を交通事故の被害者としないために！

　その時あなたにできること　～交通事故現場における応急救護処置～

　目指せ！危険物輸送のスペシャリスト～移動タンク貯蔵所の安全対策～

　 運転中自然災害が…地震・雨・雪道での危険回避 ①一般道路編

 　運転中自然災害が…地震・雨・雪道での危険回避 ②高速道路編

点
検
整
備
・
運
行
管
理

　日常点検及び雪道対策（大型トラック編・小型トラック編）

　大型トラック・バス 車輪脱落防止のための正しい車輪の取扱いについて

　トレーラ日常点検

　トレーラ定期点検整備のすすめ　より安全なトレーラ運行を目指して

　巻き込み事故 トラックの左折と死角

 　ドライブレコーダーからの警告！

 　安全なプロトラックドライバーを育てるマナーとモラル

 　安全なプロトラックドライバーを育てるマナーとモラル(応用編）

 　大丈夫ですか？高速道路の落下物

　 絶対にダメ！飲酒運転

ド
ラ
イ
バ
ー

教
育

　初任運転者のためのトラックの安全運行 第1巻 ～トラックドライバーの心構えと心得～

　初任運転者のためのトラックの安全運行 第2巻 ～トラックの構造的特徴と安全運転～

　初任運転者のためのトラックの安全運行 第3巻 ～心と体と安全運転～

　中型貨物車の安全知識

　大型トラックの安全運転

　大型貨物車の安全運転         

　エコドライブで安全運転　～省エネ運転のススメ～

　ヒヤリをなくして安全運転　～ヒヤリハット報告検討会の記録～

　 トラック運転者のための安全運転のポイント

教 材 用 Ｄ Ｖ Ｄ  貸 出 申 込 一 覧 表

　　　　　当協会では、トラックドライバーの安全教育に役立つよう下記のとおり教材用DVD等を用意しております。職場内研修等に

 　　　是非ご活用ください。（貸出中の場合がありますので事前にお問い合わせください）

　　　≪申込先≫ （公社） 長崎県トラック協会 （担当　本村、佐藤）　　TEL:095-838-2281　　FAX:095-839-8508

　　　　ご希望の教材に〇印をお願いします　　　　　※★は新たに追加したDVDです

題　　　　　　　　　　　名
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雲仙普賢岳を間近に望む自然豊かな公園です。遠く正面に広大な有明海、背後には雄大な平成新山と、展望塔から眺
める景観はまさに圧巻。森林公園には、県内市町村の木がすべて植えられ、桜が咲き誇る春は多くの花見客で賑わい
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ごしたり、スポーツを楽しんだりと、自然を満喫しながら思い思いの時間を過ごすことができます。

「標準貨物自動車運送約款」および「標準引越運送約款」（掲示用）について
　標準貨物自動車運送約款等が改正され、令和６年６月１日から施行されました。
　それに伴い、掲示用の「標準貨物自動車運送約款」および「標準引越運送約款」が、全ト協のホー
ムページに掲載されております。

◇全ト協ホームページ掲載場所
トップページ ＞ 会員の皆様へ ＞ 貨物自動車運送事業法・標準的な運賃・標準運送約款 ＞ 
標準運送約款
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